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１．共通仕様書の適用 
本業務の施行にあたっては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築

保全業務共通仕様書(平成３０年度版)」に準拠するほか、特記仕様書、業務
委託契約書、関係法令等に基づき実施しなければならない。 

 

 

２．履行期間 
    令和 ４年 ４月 １日から令和 ５年 ３月３１日まで 

 

 

３．業務場所 
下記の施設に設置してある処理施設である。 

  ①いちょう公園 （東下谷地 地内） 

  ②海浜公園   （一川目 地内） 

 

 

４．業務概要 
本業務は、汚水を浄化し放流先が汚染することの無いよう、国土交通省大

臣官房官庁営繕部監修の「建築保全業務共通仕様書(平成３０年度版)」に
基づき適正に行うものとし、浄化槽の種類及び点検回数等については次の
とおりである。 

また、業務を実施した場合には、環境省関係浄化槽法施行規則第５条第
２項に基づき報告をするとともに、浄化槽法第５３条に基づく報告徴収、
立入検査があった場合には、報告及び立ち合いの義務を負うものとする。 
 なお、本業務には浄化槽法第１１条に基づく検査費用も含めるものとす
る。 

施 設 名 型  式 人槽 保守回数 汚泥引抜清掃 

①いちょう公園 担体流動生物濾過方式 14 
4回 

（4･6･8･10

月） 

1回 

12月 

（トイレの

閉鎖に合わ

せて行う） 
② 海 浜 公 園 沈殿分離接触曝気方式 85 

 

 

５．作業体制 

  ① 受注者は、現場担当者を選任し業務工程表を作成したうえで、監督員

等と協議を行い、業務を実施するものとし、現場担当者に変更があった

場合は、監督員に報告を行うこととする。 

  ② 現場担当者は、常に監督員と連絡をとれるよう体制を整えることとす

る。 

  ③ 不可抗力等により業務の遂行が困難になった場合は、監督員に確認・

協議のうえ業務を進めることとする。 

 

 

 

 



６．機密の保持  

   受注者は、業務上知り得た機密及び個人情報については、ほかに漏らしては

ならない。 

また、本記載事項については、委託業務終了後も適用する。 

 

 

７．法令の遵守 

  受注者は業務の実施にあたり、関係法令等を遵守しなければならない。 

 
 

８．業務の注意事項 

  ① 本業務の実施にあたっては、来園者等が快適に利用できるよう安全に

十分注意し、効率的かつ迅速に作業を行うものとし、事故が発生した場

合は、事故報告書を監督員に提出するものとする。 

② 業務により、施設等の損傷をした場合は、監督員に報告すると共に受託
者の負担で現状に復旧するものとする。 

 

 

９．提出書類 

№ 書      類 部数 備     考 

１ 業務着手届け １ 業務着手後速やかに 

２ 請負代金内訳書 １ 業務着手後速やかに 

３ 現場担当者通知書 １ 業務着手後速やかに 

４ 現場担当者経歴書 １ 業務着手後速やかに 

５ 業務工程表 １ 契約締結後１４日以内 

６ 契約金支払表 １ 契約締結後１４日以内 

７ 作業報告書 １ 作業月毎１回、翌月の１４日

まで 

８ 浄化槽保守点検記録票 １ 作業月毎１回、翌月の１４日

まで 

９ 浄化槽清掃記録票 １ 作業月毎１回、翌月の１４日

まで 

１０ 業務写真帳 １ 作業月毎１回、翌月の１４日

まで 

１１ 事故報告書 １ 事故発生時 

１２ 業務完了届 １ 業務完了の日から５日以内 

１３ 引渡書 １ 業務完了の日から５日以内 

１４ 打合簿、その他、監督員が

必要と認める書類 

  

 

 

 



10．契約代金支払い 

本業務の契約代金は４月、６月、８月、１０月、１２月、３月の業務完了

後の支払とする。 

 

 

11．その他 

１）本仕様書に定めのない事項で疑義等が生じた場合は、委託者と受託者で
協議のうえ決定するものとする。 

２）長期継続契約 

ア）この契約は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３に規

定する長期継続契約であるため、発注者はこの契約を締結した会計年度の

翌年度以降において、歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額

又は削減された場合には、この契約を変更又は解除することができる。 

（１）ア）の場合において、この契約を変更又は解除しようとするときは、

速やかに受注者に通知するものとする。 

（２）ア）の規定によりこの契約が変更又は解除された場合において、受注

者に損害が生じたときは、発注者は受注者に対して損害賠償の責を負う。

この場合における賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。 

イ） 業務期間中は、基本的に最低賃金及び社会保険料等（以下「最低賃金
等」という。）の変動による変更契約は要しないものとする。ただし、
最低賃金等が大きく変動したことにより、最低賃金等の確保が困難とな
る場合は、発注者と受注者が協議により変更契約できるものとする。 


